
　平野運動公園プール開き
　～ ７ 月 １ 日㈬は正午から無料開放～
　50ｍプールや幼児プール、水しぶきを上げて
滑り下りるスライダープール、川のように流れ
る流水プールなどいろいろあります。

【開放期間】
７ 月 1 日㈬～ ８ 月31日㈪
※期間中は無休

【開放時間】
午前 ９ 時30分から午後 5 時まで
※ ７ 月 1 日㈬は正午から

【料　　金】
▽大　人 ４10円
▽中高生 310円
▽小学生 260円
▽幼児（ ４ 歳以上） 100円

【問い合わせ先】
運動公園プール（平野）
☎2４－４７0４

　夏は長浜の海へ　長浜海水浴場オープン

　「長浜港湾緑地」西隣の長浜海水浴場が、 ７ 月
1７日㈮にオープンします。
　青い空が爽やかな砂浜のビーチへ、ご家族や
お友達とご一緒に、ぜひお越しください。

【オープン期間】 ７ 月1７日㈮～ ８ 月31日㈪
▽無料駐車場有（８0台）
▽更衣室・シャワー・トイレ完備　※全て無料

【問い合わせ先】
大洲市観光協会長浜支部（長浜支所内）
☎52－1111（内線1４）

　

今
年
度
の
大
洲
夏
季
大
学
で
は
、﹁
異

常
気
象
と
環
境
問
題
～
気
象
災
害
か
ら

身
を
守
る
～
﹂
を
テ
ー
マ
に
、
気
象
予

報
士
と
し
て
活
躍
さ
れ
て
い
る
森
田
正ま
さ

光み
つ

さ
ん
を
お
迎
え
し
て
、
講
演
会
を
開

催
し
ま
す
。

　

親
し
み
や
す
い
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
個

性
的
な
気
象
解
説
で
人
気
を
集
め
、
テ

レ
ビ
出
演
の
ほ
か
、
大
洲
市
の
ガ
イ
ド

ブ
ッ
ク
﹁
肱
川
あ
ら
し
﹂
に
も
コ
メ
ン

ト
を
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

森
田
正
光
さ
ん
の
興
味
深
い
話
を
、

ぜ
ひ
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

【
日　

時
】
７
月
11
日
㈯

午
後
７
時
～

※
開
場　

午
後
６
時
30
分

　

２
０
１
５　

大
洲
夏
季
大
学　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

演　

題
「
異
常
気
象
と
環
境
問
題 

～
気
象
災
害
か
ら
身
を
守
る
～
」

【
場　

所
】

大
洲
市
民
会
館
大
ホ
ー
ル

【
主　

催
】

大
洲
市
、
大
洲
市
教
育
委
員
会

【
入
場
料
】

１
０
０
０
円　

※
全
席
自
由

【
チ
ケ
ッ
ト
取
り
扱
い
】

市
教
育
委
員
会
生
涯
学
習
課
、

市
内
各
公
民
館
、
市
立
図
書
館
、

市
立
博
物
館
な
ど

【
問
い
合
わ
せ
先
】

生
涯
学
習
課

☎
㉔
１
７
３
５

※    

駐
車
場
は
、
大
洲
市
観
光
駐
車
場
・

大
洲
南
中
学
校
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
市
役

所
立
体
駐
車
場
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

講　師

　　森　田　正
まさ

　光
みつ

　さん
（気象予報士）
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有
害
鳥
獣
捕
獲
期
間
の
延
長
に
つ
い
て

　

４
月
１
日
㈬
か
ら
実
施
し
て
い
ま

す
、
銃
器
お
よ
び
わ
な
に
よ
る
イ
ノ
シ

シ
や
カ
ラ
ス
な
ど
の
捕
獲
期
間
を
、
７

月
１
日
㈬
か
ら
平
成
28
年
３
月
31
日
㈭

ま
で
引
き
続
き
実
施
し
ま
す
。

　

休
猟
区
を
含
む
市
内
全
域
で
実
施
し

ま
す
の
で
、
捕
獲
期
間
中
に
、
農
作
業
・

山
登
り
な
ど
を
行
う
場
合
は
、
目
立
つ

服
装
を
す
る
な
ど
十
分
注
意
し
て
く
だ

さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

農
林
水
産
課
林
業
振
興
係

☎
㉔
１
７
２
７

　
「
裁
判
所
探
検
ツ
ア
ー
」
開
催
の
お
知
ら
せ

　

松
山
地
方
裁
判
所
で
は
、
県
内
の
小

学
５
・
６
年
生
を
対
象
に
、﹁
裁
判
所

探
検
ツ
ア
ー
﹂
を
開
催
し
ま
す
。

【
日　

時
】
８
月
13
日
㈭

午
後
１
時
15
分
～
４
時
35
分

【
場　

所
】
松
山
地
方
裁
判
所

【
対
象
者
】

県
内
の
小
学
５
・
６
年
生
30
人

※ 

参
加
無
料
で
、
応
募
者
多
数
の
場
合

は
抽
選

【
申
し
込
み
方
法
】

　

往
復
は
が
き
往
信
用
裏
面
に
、住
所
・

氏
名
（
ふ
り
が
な
）・
電
話
番
号
・
学

校
名
・
学
年
・
同
伴
す
る
保
護
者
の
有

無
（
有
の
場
合
、
保
護
者
の
氏
名
お
よ

び
参
加
希
望
者
と
の
続
柄
）を
記
載
し
、

返
信
用
表
面
に
、参
加
希
望
者
の
住
所
・

氏
名
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

グ
ル
ー
プ
で
の
申
し
込
み
は
、
３
人

ま
で
と
し
ま
す
。

【
宛　

先
】

〒
７
９
０
・
８
５
３
９

松
山
市
一
番
町
三
丁
目
３
・
８

松
山
地
方
裁
判
所
総
務
課

﹁
裁
判
所
探
検
ツ
ア
ー
﹂
係

【
受
付
期
間
】

７
月
１
日
㈬
～
17
日
㈮

※
当
日
消
印
有
効

【
問
い
合
わ
せ
先
】

松
山
地
方
裁
判
所
総
務
課
庶
務
係

☎
０
８
９
（
９
０
３
）
４
３
７
９

　第2１回大洲ジュニアトライアスロン大会
【日　時】

７ 月26日㈰　午前10時スタート
【場　所】
一級河川肱川・肱川緑地公園・多目的グラウンド

【競技種目】
小学生部門
　▽ 3 ～ 6 年生各男子・女子の部
　▽駅伝の部（ 3 人 1 組、学年・男女混合可）
中学生・高校生部門
　▽男子・女子の部（学年区分なし）
　▽駅伝の部（ 3 人 1 組、学年・男女混合可）
※ 増水時には、スイムをランに変更し、デュア

スロンで実施予定

【問い合わせ先】
大洲ジュニアトライアスロン大会実行委員会
事務局（文化スポーツ課内）
☎2４－1７3４　℻23－5７60

　第25回大洲市カヌーツーリング駅伝大会

【日　　時】 ８ 月23日㈰　午前 ９ 時～
【コ　ー　ス】大成橋～大洲城下　15.3㎞（ 5 区間）
【参加資格】中学生以上で心身ともに健康な人
【チ　ー　ム】 監督 1 人（選手を兼ねることも可）、

選手 5 人、補欠 2 人まで
【ク　ラ　ス】 Ａ～Ｃクラスの 3 クラス、
　　　　　  レディースクラス

【参　加　料】 1 チーム　４,000円（傷害保険料含む）
※高校生以下は2,000円
　ただし、市内中学生チームは無料

【申込期限】 ７ 月31日㈮
【申し込み・問い合わせ先】
大洲市カヌーツーリング駅伝大会実行委員会事務局

（文化スポーツ課内）　☎2４－1７3４　℻23－5７60
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介護保険制度が変わります
　

介
護
保
険
制
度
は
、
住
み
慣
れ
た
地

域
で
い
つ
ま
で
も
健
や
か
に
暮
ら
せ
る

よ
う
に
、
介
護
が
必
要
に
な
っ
て
も
安

心
し
て
自
立
し
た
生
活
を
送
れ
る
よ
う

に
、
社
会
全
体
で
支
え
て
い
く
た
め
の

仕
組
み
で
す
。

　

制
度
開
始
以
来
、
３
年
に
一
度
制
度

改
正
が
行
わ
れ
て
い
て
、
今
年
度
は
制

度
改
正
の
年
と
な
り
ま
す
。

　

今
回
の
改
正
で
は
、
保
険
料
の
ほ
か

に
も
さ
ま
ざ
ま
な
見
直
し
が
あ
り
ま
す

の
で
、そ
の
概
要
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

４
月
か
ら
保
険
料
が
変
わ
り
ま
し
た

　

介
護
保
険
制
度
は
、
40
歳
以
上
の
人

に
納
め
て
い
た
だ
く
保
険
料
と
公
費
で

運
営
さ
れ
て
い
ま
す
。

▽
40
～
64
歳
の
人

　

各
種
健
康
保
険
か
ら
保
険
料
を
納
付

▽
65
歳
以
上
の
人

　

直
接
市
町
村
に
保
険
料
を
納
付

　

介
護
保
険
制
度
で
は
、
必
要
と
す
る

サ
ー
ビ
ス
量
や
65
歳
以
上
の
人
数
に

よ
っ
て
３
年
ご
と
に
保
険
料
が
見
直
さ

れ
ま
す
。
今
年
度
か
ら
は
標
準
段
階
が

こ
れ
ま
で
の
６
段
階
か
ら
９
段
階
に
変

更
と
な
り
、
新
た
な
保
険
料
が
定
め
ら

れ
ま
し
た
。

今年度の保険料（65歳以上の人、 4 月 1 日現在）

※ 保険料は、本人の所得や住民税の課税状況、同一世帯内の家族の課税状況によって決定します。今年度、実際に納付してい
ただく金額は、 ７ 月上旬にお送りする決定通知書でご確認ください。

（注 1 ） 国が低所得者の介護保険料軽減強化を行うため ４ 月10日付けで政令を改正したことを踏まえ、大洲市においても介護保険条
例改正案を 6 月議会へ提案しています。この条例改正案が議会で可決された場合、第 1 段階の人は保険料が減額となります。

段　階 対　象　者 保険料率 保険料年額

第 1 段階
（注 1 ）

生活保護受給者または老齢福祉年金受給者であって世帯全員が
住民税非課税の人
世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収
入の合計が８0万円以下の人

基準額×0.50 31,９00円

第 2 段階 世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収
入の合計が８0万円を超え120万円以下の人 基準額×0.７5 ４７,９00円

第 3 段階 世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収
入の合計が120万円を超える人 基準額×0.７5 ４７,９00円

第 ４ 段階 住民税課税世帯で、本人が住民税非課税であって合計所得金額
と課税年金収入の合計が８0万円以下の人 基準額×0.９0 5７,500円

第 5 段階 住民税課税世帯で、本人が住民税非課税であって合計所得金額
と課税年金収入の合計が８0万円を超える人 基準額 63,８00円

第 6 段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満の人 基準額×1.20 ７6,600円

第 ７ 段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上で1９0万円未
満の人 基準額×1.30 ８3,000円

第 ８ 段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が1９0万円以上で2９0万円未
満の人 基準額×1.50 ９5,７00円

第 ９ 段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が2９0万円以上の人 基準額×1.７0 10８,500円

納
付
方
法
に
つ
い
て

普
通
徴
収

　

年
金
額
が
年
額
18
万
円
未
満
の
人
は
、

送
付
さ
れ
る
納
付
書
で
納
め
ま
す
。

　

な
お
、
取
扱
金
融
機
関
で
口
座
振
替

を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

特
別
徴
収

　

年
金
額
が
年
額
18
万
円
以
上
の
人

は
、
年
金
か
ら
差
し
引
か
れ
ま
す
。

　

年
金
額
が
18
万
円
以
上
の
人
で
も
、

年
度
途
中
で
65
歳
に
な
っ
た
と
き
や
他

の
市
区
町
村
か
ら
転
入
し
た
と
き
、
所

得
段
階
が
変
わ
っ
た
と
き
な
ど
に
は
、

一
定
期
間
﹁
普
通
徴
収
﹂
に
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

納
め
忘
れ
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

　

特
別
な
事
情
が
な
い
の
に
保
険

料
を
滞
納
し
て
い
る
と
、
滞
納
期

間
に
応
じ
て
サ
ー
ビ
ス
に
か
か
る

保
険
給
付
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り

ま
す
。

※ 

災
害
な
ど
の
特
別
な
事
情
で
、

一
時
的
に
保
険
料
が
納
め
ら
れ

な
く
な
っ
た
場
合
は
、
減
免
措

置
な
ど
が
あ
り
ま
す
の
で
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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　 8 月からの変更点
利用者負担割合

　これまで、介護保険のサービスを利用した場合の
利用者負担は 1 割でしたが、 ８ 月からは、一定以上
の所得がある第 1 号被保険者（65歳以上）は、利用
者負担割合が 2 割となります。
※ 第 2 号被保険者（6４歳以下）の利用者負担割合は、

1 割です。

介護保険負担割合証が発行されます
　要支援・要介護認定を受けている人全員に、ご自身
の負担割合を記載した「介護保険負担割合証」を、 ７
月中に送付する予定にしています。有効期間は、 ８ 月
1 日から翌年 ７ 月31日までで、毎年度発行します。
　なお、それ以降に新たに認定を受けた人などにつ
いては、順次発送します。

　高額介護サービス費とは、同じ月に利用した介護
保険サービスの利用者負担額が一定額を超えた場合
に、申請により「高額介護サービス費」として超え
た分が払い戻される制度です。
　この高額介護サービス費の利用者負担段階区分（所
得などに応じた区分）に、「現役並み所得相当（注 2 ）」
が新設されます。
　ただし、現役並み所得相当に該当する場合で、同一
世帯内の第 1 号被保険者が 1 人で収入が3８3万円未満の
場合と、2 人以上で収入の合計が520万円未満の場合は、
申請により一般所得区分が適用されることとなります。

※ 条件にあてはまる可能性のある人には、基準収入額
適用申請書をお送りします。

　特定入所者介護サービス費とは、施設サービスや短期入所サービス（ショートステイ）を利用している人に、
食費・居住費を補助（補足給付）する制度です。その適用要件に、以下の要件などが加わります。

【問い合わせ先】
高齢福祉課介護保険管理係 ☎2４－1７1４   長浜支所 ☎52－111４   肱川支所 ☎3４－23４７   河辺支所 ☎3９－2113

（注 2 ）　 現役並み所得相当：世帯内に課税所得1４5万円以
上の第 1 号被保険者がいる場合など

利用者負担段階区分 自己負担限度額（月額）
現役並み所得相当（新設） ４４,４00円（世帯）
一般 3７,200円（世帯）
市民税非課税世帯など 2４,600円（世帯）

年金収入８0万円以下など 15,000円（個人）

第 1 号
被保険者

本人の
合計所得金額
160万円以上

下記以外の場合 2 割負担

1 割負担

1 割負担

同一世帯の第 1 号被保険者の
年金収入＋その他の合計所得金額
単身で2８0万円未満
2 人以上で3４6万円未満

本人の
合計所得金額
160万円未満

利用者負担割合判定基準

高額介護サービス費

特定入所者介護サービス費

預 貯 金 
な　 ど ➡

　一定額を超える預貯金など（単身で1,000万円超、夫婦世帯では2,000万円超）がある場合は、
対象外となります。
※本人の申告で判定しますが、金融機関への照会や不正受給に対するペナルティ（加算金）があります。

配偶者の
所 得 ➡ 　夫婦のうち 1 人だけ施設入所している場合（世帯分離が行われている場合）でも、配偶者の

所得を世帯分離後も判定要件とし、配偶者が課税されている場合は、対象外となります。
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　各種手当について
【特別児童扶養手当】
▽受給資格者 
　 一定以上の障がいのある児童（20歳未満）を扶養する

父母、または父母に代わってその児童を養育している人
▽支給要件 
　・障がい児（20歳未満）が年金を受給していないこと
　・障がい児（20歳未満）が施設入所していないこと
▽手当月額（障がい程度により異なる）
　・ 1 級　51,100円 
　・ 2 級　3４,030円 
▽手当の支給 　毎年 ４ 、 ８ 、11月の 3 期

【特別障害者手当】
▽受給資格者
　 重度障がい者（20歳以上） であって、日常生活にお

いて常時特別な介護を必要とする人
▽支給要件
　 重度障がい者（20歳以上） が施設入所または入院（ 3

カ月超）していないこと
▽手当月額　26,620円
▽手当の支給　毎年 2 、 5 、 ８ 、11月の ４ 期

【障害児福祉手当】
▽受給資格者
　 重度障がい児（20歳未満）であって、日常生活にお

いて常時介護を必要とする人
▽支給要件
　・重度障がい児（20歳未満）が年金を受給していないこと
　・重度障がい児（20歳未満）が施設入所していないこと
▽手当月額　1４,４８0円
▽手当の支給　毎年 2 、 5 、 ８ 、11月の ４ 期

【各種手当の共通事項】
 支給制限 
　前年の所得が基準額を上回る場合は、 ８ 月から翌年
７ 月までの支給が停止されます。
 現況届の提出 
　受給者は、毎年定められた期限内に所得状況などの
現況届を提出する必要があります。

【問い合わせ先】
社会福祉課障がい福祉係　　☎2４－1７5８
長浜支所　　　　　　　　　☎52－111４
肱川支所　　　　　　　　　☎3４－23４７
河辺支所　　　　　　　　　☎3９－2113

　
風
し
ん
抗
体
検
査
の
無
料
実
施
の
お
知
ら
せ

　

県
で
は
、
赤
ち
ゃ
ん
の
先
天
性
風
し

ん
症
候
群
の
発
生
や
風
し
ん
感
染
予
防

を
目
的
に
、
風
し
ん
抗
体
検
査
を
無
料

で
実
施
し
て
い
ま
す
。

【
対
象
者
】

　

愛
媛
県
内
に
在
住
す
る
人
（
松
山
市

に
住
民
票
の
あ
る
人
は
除
く
）
で
、
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

▽
妊
娠
を
希
望
す
る
女
性

▽ 

妊
娠
を
希
望
す
る
女
性
の
配
偶
者
や

風
し
ん
抗
体
価
の
低
い
妊
婦
の
配
偶

者
な
ど
同
居
者

※ 

風
し
ん
抗
体
検
査
や
風
し
ん
予
防
接

種
を
受
け
た
こ
と
の
あ
る
人
、
風
し

ん
に
か
か
っ
た
こ
と
の
あ
る
人
は
対

象
外

【
申
し
込
み
期
間
】

平
成
28
年
３
月
31
日
㈭
ま
で

【
申
し
込
み
方
法
】

　

八
幡
浜
保
健
所
に
、
電
話
で
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。
受
付
時
間
は
、
平
日

の
午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
５
時
ま
で

で
す
。

　

申
し
込
み
後
、
保
健
所
か
ら
郵
送
さ

れ
る
書
類
を
持
参
の
う
え
、
指
定
医
療

機
関
で
検
査
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

　

詳
細
は
、
県
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

も
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

八
幡
浜
保
健
所　

感
染
症
対
策
係

☎
０
８
９
４
（
２
２
）
４
１
１
１

　

遊
休
農
地
の
利
用
意
向
調
査
の
実
施
に
つ
い
て

　

～
農
地
所
有
者
の
み
な
さ
ん
へ
～

　

農
地
法
第
30
条
お
よ
び
第
32
条
の
規

定
で
は
、
毎
年
﹁
農
地
の
利
用
状
況
の

調
査
﹂
を
行
い
、
そ
の
調
査
結
果
に
基

づ
き
﹁
農
地
の
利
用
の
意
向
に
つ
い
て

の
調
査
﹂
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

市
農
業
委
員
会
で
は
、
利
用
状
況
調
査

の
結
果
を
踏
ま
え
、
遊
休
農
地
と
思
わ
れ

る
農
地
所
有
者
の
み
な
さ
ん
に
、
農
地
の

利
用
意
向
の
調
査
を
実
施
い
た
し
ま
す
。

　

調
査
方
法
に
つ
い
て
は
、
農
地
の
利

用
状
況
の
調
査
が
終
了
し
た
地
域
か

ら
、
順
次
調
査
依
頼
を
行
い
ま
す
。

　

農
地
の
有
効
的
な
利
用
促
進
の
た

め
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

農
業
委
員
会
事
務
局　

農
地
係

☎
㉔
１
７
２
６
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　保険料を納めることが経済的に難しい場合、申請
により認められると、保険料の「全額免除」、 ４ 分
の 3 、半額、 ４ 分の 1 のいずれかの「一部免除」ま
たは「納付猶予」（30歳未満の人が対象）を受ける
ことができます。
　保険料の免除が承認された期間は、老後に年金を
受け取るための期間に含まれるだけでなく、万一の
ときに、障がい年金や遺族年金を受け取る資格期間
にも含まれます。
　ただし、免除の承認を受けた期間については、保
険料を全額納付したときに比べて、将来受け取る年
金額が少なくなります。
　なお、一部免除の承認を受けた人で、納めるべき
一部の保険料を期限内に納めなかった場合、一部免
除が無効となり、未納期間となるのでご注意ください。

【審査基準】
 免除の場合 
 申請者、配偶者、世帯主それぞれの前年（ 1 月～ 6
月までは前々年）所得が基準以下であること

　国民年金保険料免除制度のご案内

 猶予の場合 
申請者、配偶者のそれぞれの前年（ 1 月～ 6 月まで
は前々年）所得が基準以下であること

【申請できる期間】
　過去の期間は、受け付けした月の 2 年 1 カ月前ま
で、将来の期間は翌年の 6 月（申請月が 1 月～ 6 月
までは、その年の 6 月）までです。
　平成2７年 ７ 月～平成2８年 6 月分は、 ７ 月 1 日㈬か
ら受け付け開始です。

【必要なもの】
年金手帳、認印
※ 失業したことにより免除申請される場合は、雇用保

険受給資格者証や離職票が必要な場合があります。

【申請・問い合わせ先】
保険年金課　　☎2４－1７13　長浜支所　☎52－1113
肱川支所　　　☎3４－2331　河辺支所　☎3９－2113

保
険
証
が
新
し
く
な
り
ま
す

　

現
在
の
保
険
証
（
オ
リ
ー
ブ
色
）
の

有
効
期
限
は
、
７
月
31
日
㈮
で
す
。

　

８
月
１
日
㈯
か
ら
は
、
新
し
い
保
険

証
（
薄
桃
色
）
に
変
わ
り
ま
す
。

【
対
象
者
】

▽
75
歳
以
上
の
人

▽ 

65
歳
か
ら
74
歳
の
一
定
の
障
が
い
が

あ
る
人
（
本
人
の
申
請
に
基
づ
き
、

愛
媛
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

の
認
定
を
受
け
た
人
）

【
一
部
負
担
割
合
】

１
割
ま
た
は
３
割

※
昨
年
中
の
所
得
で
決
定

【
交
付
時
期
】

　

新
し
い
保
険
証
は
、
７
月
下
旬
に
簡

易
書
留
郵
便
で
送
付
し
ま
す
。

　

な
お
、
８
月
以
降
新
た
に
75
歳
と
な

る
人
の
保
険
証
は
、
誕
生
日
の
前
月
に

郵
送
し
ま
す
。

　

新
し
い
保
険
証
が
届
い
た
ら
、住
所
・

氏
名
や
一
部
負
担
割
合
な
ど
を
必
ず
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証

　
﹁
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額

認
定
証
﹂
の
有
効
期
限
も
、
７
月
31
日

㈮
で
す
。

　
 

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

つ
い
て

　

現
在
保
有
し
、
次
の
要
件
を
満
た
し

て
い
る
人
は
、
保
険
証
と
一
緒
に
お
送

り
し
ま
す
の
で
、
申
請
の
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。

【
要　

件
】

▽
保
険
料
の
滞
納
が
な
い

▽
今
年
度
の
住
民
税
が
非
課
税
の
世
帯

▽
世
帯
内
に
所
得
の
未
申
告
者
が
い
な

　

い
保
険
料
の
通
知
書
を
送
付
し
ま
す

　

今
年
度
の
保
険
料
額
決
定

通
知
書
を
７
月
中
旬
に
送
付

し
ま
す
。

　

保
険
料
は
、
一
人
ひ
と
り

に
等
し
く
か
か
る
﹁
均
等
割

額
﹂
と
、所
得
に
応
じ
た
﹁
所

得
割
額
﹂
の
合
計
額
で
す
。

※ 

保
険
料
（
年
額
）
は
、
10

円
未
満
切
り
捨
て
で
、
限

度
額
は
57
万
円
で
す
。

　

詳
し
く
は
、
保
険
証
と
一

緒
に
お
送
り
す
る
﹁
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
の
ご
案
内
﹂

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

保
険
年
金
課
高
齢
者
医
療
係

☎
㉔
１
７
１
３

 一人あたりの　
＝

  均等割額　
＋

  所得割額
 保険料（年額）　   ４5,231円　　  （総所得金額など－基礎控除額）×９．05%
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　放送大学では、平成2７年度第 2 学期（10月入学）
の学生を募集しています。

【出願期間】
８ 月31日㈪まで　※資料を無料で差し上げます。
▽ 15歳以上の人なら、 1 科目から学習する選科履

修生、科目履修生として入学できます。
▽ 1８歳以上で大学入学資格を有する人なら、入学

試験はなく全科履修生として入学できます。
※ ４ 年以上在学して12４単位を修得し卒業すると、

学士（教養）の学位を取得できます。
▽ 一つの分野を体系的に学びたい人には「放送大

学エキスパート」を実施しています。

【問い合わせ先】
放送大学愛媛学習センター　☎0８９（９23）８5４４
※ホームページでも受け付けます。
　http://www.ouj.ac.jp

　放送大学　１0月入学生募集
　参加・実践型交通安全運動の一環として、運転
免許をお持ちの 5 人 1 チームで、123日間の無事故・
無違反を目指すコンテストです。
　達成したチームには、表彰状のほか旅行券など
の賞品が抽選で当たりますので、ふるってご参加
ください。

【募集期間】
７ 月 1 日㈬～ ８ 月2８日㈮　※当日消印有効

【実施期間】
８ 月31日㈪～12月31日㈭の123日間

【参加費】
1 人あたり1,000円（ 1 チーム5,000円）

【申し込み方法】
警察署や交通安全協会、市町役場の窓口に備えつ
けのパンフレットで申し込み

【問い合わせ先】
県消防防災安全課　☎0８９（９12）2321

　 「えひめ無事故・無違反１23コンテ
スト “20１5”」参加チーム募集

　
「
が
ん
患
者
さ
ん
と
ご
家
族
の
サ
ロ
ン
」
開
設
に
つ
い
て

　

喜
多
医
師
会
病
院
で
は
、
が
ん
に
向

き
合
っ
て
い
る
人
同
士
で
、
病
気
へ
の

不
安
、
副
作
用
の
悩
み
、
情
報
の
探
し

方
な
ど
、
仲
間
だ
か
ら
分
か
り
あ
え
る

こ
と
な
ど
を
自
由
に
話
し
あ
え
る
サ
ロ

ン
を
開
設
し
ま
す
。

　

参
加
料
は
無
料
で
、
事
前
申
し
込
み

の
必
要
も
あ
り
ま
せ
ん
。
個
人
情
報
は

守
ら
れ
ま
す
の
で
、
安
心
し
て
ご
参
加

く
だ
さ
い
。

【
日　

時
】
奇
数
月
の
第
１
金
曜
日

午
後
２
時
30
分
～
４
時

▽
今
年
度
の
開
催
予
定

　

 

７
月
３
日
・
９
月
４
日
・
11
月
６
日
・

平
成
28
年
１
月
８
日
・
３
月
４
日

※
平
成
28
年
１
月
は
、
第
１
金
曜
が

　

元
日
の
た
め
第
２
金
曜
日
に
開
催

【
場　

所
】

喜
多
医
師
会
病
院　

健
診
セ
ン
タ
ー

【
対　

象
】

が
ん
患
者
、経
験
者
、家
族
、遺
族
な
ど

【
問
い
合
わ
せ
先
】

喜
多
医
師
会
病
院
総
務
課

☎
㉕
１
５
３
２

　

 

男
女
共
同
参
画
社
会
づ
く
り
推
進
イ
ベ
ン
ト
の
募
集
に
つ
い
て

　
﹁
え
ひ
め
男
女
共
同
参
画
フ
ェ
ス
テ

ィ
バ
ル
２
０
１
５
﹂
内
で
、
男
女
共
同

参
画
の
視
点
か
ら
の
講
演
会
や
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
、
寸
劇
、
コ
ン
サ
ー
ト
な
ど

の
自
主
企
画
を
募
集
し
ま
す
。

　

採
用
企
画
に
は
、
助
成
金
が
交
付
さ

れ
ま
す
。

【
開
催
日
】
12
月
５
日
㈯
・
６
日
㈰

午
前
９
時
～
午
後
５
時

【
場　

所
】

愛
媛
県
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー

【
応
募
資
格
】

県
内
在
住
ま
た
は
勤
務
、
在
学
で
、
企

画
を
自
主
的
に
運
営
で
き
る
グ
ル
ー
プ

【
応
募
方
法
】

　

応
募
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
の
う

え
、
左
記
に
応
募
し
て
く
だ
さ
い
。
後

日
、
審
査
会
で
応
募
企
画
の
プ
レ
ゼ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
っ
て
い
た
だ
き
ま

す
。

【
締
め
切
り
日
】
７
月
17
日
㈮
必
着

【
応
募
・
問
い
合
わ
せ
先
】

〒
７
９
１
・
８
０
１
４

松
山
市
山
越
町
４
５
０
番
地

（
公
財
）
え
ひ
め
女
性
財
団

イ
ベ
ン
ト
企
画
募
集
係

☎
０
８
９
（
９
２
６
）
１
６
３
３

℻
０
８
９
（
９
２
６
）
１
６
６
１
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︻
採
用
予
定
人
員
︼
６
人

︻
受
験
資
格
︼

▽ 

平
成
３
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ

た
人
で
、
大
学
、
短
期
大
学
ま
た
は

高
等
学
校
を
卒
業
も
し
く
は
平
成
28

年
３
月
末
日
ま
で
に
卒
業
見
込
み
の

人
▽
日
本
の
国
籍
を
有
す
る
人

▽ 

採
用
後
、
大
洲
市
、
内
子
町
の
い
ず

れ
か
に
居
住
可
能
な
人

▽
次
の
身
体
要
件
を
備
え
て
い
る
人

・
身　

長
（
お
お
む
ね
）

　

男
性
は
１
６
０
㌢
以
上

　

女
性
は
１
５
５
㌢
以
上

・
体　

重
（
お
お
む
ね
）

　

男
性
は
50
㌔
以
上

　

女
性
は
45
㌔
以
上

・
視　

力

　

 

両
眼
と
も
視
力
が
０
・
７
以
上
（
矯

正
を
含
む
）
で
色
覚
が
正
常

・
聴　

力

　

左
右
と
も
正
常
で
あ
る
こ
と　

な
ど

【
試
験
日
】（
一
次
試
験
）

９
月
20
日
㈰

【
試
験
会
場
】

大
洲
消
防
本
部
３
階
会
議
室　

ほ
か

※ 

二
次
試
験
の
詳
細
は
、
一
次
試
験
合

格
者
に
通
知
し
ま
す
。

　
平
成
2７
年
度
大
洲
地
区
広
域
消
防
事
務
組
合
消
防
職
員
を
募
集

【
受
付
期
間
】

７
月
６
日
㈪
～
８
月
７
日
㈮

月
曜
日
～
金
曜
日
の
午
前
８
時
30
分
か

ら
午
後
５
時
ま
で
（
祝
日
を
除
く
）

※ 

郵
送
の
場
合
は
、
８
月
７
日
㈮
ま
で

の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付

け
ま
す
。
受
験
申
込
書
は
、
左
記
ま

た
は
各
支
署
で
用
意
し
て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
地
区
回
覧
の
﹁
平
成
27

年
度
大
洲
地
区
広
域
消
防
事
務
組
合
消

防
職
員
採
用
試
験
案
内
﹂
を
ご
覧
い
た

だ
く
か
、
左
記
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

大
洲
地
区
広
域
消
防
事
務
組
合

消
防
本
部
総
務
課

☎
㉔
２
６
６
６

http://ozu119.jp/index.htm
l

ガソリン携行缶自主回収のお知らせ

　平成26年12月に、株式会社ホクエイ（本社：北海
道札幌市東区北丘珠 2 条 3 丁目 2 番30号）が輸入販
売したガソリン携行缶のうち 2 缶で、溶接不良によ
りガソリンがにじむ不具合が生じました。
　該当する商品は、㈱ホクエイが販売するガソリン
携行缶（型式KT-12UKA　番号002９８6～0033４5）です。
　お手持ちのガソリン携行缶で、型式・番号が該当
する人は、直接販売会社に連絡いただくか、大洲地
区消防本部予防課へご相談ください。

【問い合わせ先】
株式会社ホクエイ札幌本社　☎0120（511）35９
大洲地区消防本部予防課　　☎2４－266７

　大洲消防署からのお知らせ

火遊び・花火による火災の防止

　夏は、花火やアウトドアで火を使うことが多くな
るため、火遊びや誤った花火の使用による火災が多
く発生します。
　火の取り扱いや花火の遊び方を誤ると、ケガや重
大な事故につながります。火の取り扱い方法や危険
性を理解し、正しい使用を心がけましょう。

「火遊び・花火による火災防止のポイント」
▽ ライターやマッチなどを子どもの手の届く場所に

置かない。
▽子どもだけで花火をさせない。
▽ 周りに燃えやすいものがなく、広くて安全な場所

を選ぶ。
▽ 水バケツを用意し、遊び終わった花火は必ず水に

つける。
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無料法律相談　※要電話予約
時　 ７ 月16日㈭
　　午後 2 時～ ４ 時30分
場　大洲商工会館
問　大洲商工会議所　☎2４－４111

市民法律相談　※要電話予約
時　 ７ 月25日㈯
　　午前10時～午後 ４ 時
場　大洲市民会館　
問　市役所総務課行政係
  　☎2４－1７2４

年金出張相談　※要電話予約
大洲地域
時　 ７ 月 ７ 日㈫ ･ 16日㈭ ･ 2９日㈬
　　午前10時～午後 3 時30分
場　大洲市総合福祉センター
長浜地域
時　 ７ 月1４日㈫
　　午前10時～午後 3 時30分
場　長浜町商工会
問　松山西年金事務所
　　☎0８９ （９25） 5105

人権相談
大洲地域
時　 ７ 月21日㈫　午前10時～正午
場　人権啓発課（別館 3 階）
時　 ７ 月15日㈬　午前10時～正午
場　柳沢公民館
問　急ぐ時は法務局大洲支局
　　☎05７0（003）110
　　人権啓発課
　　☎2４－1７４6

行政相談（総務省）
大洲地域
時　 ７ 月21日㈫　午前 ９ 時～正午
場　市役所 3 階第 2 会議室
問　総務課行政係
　　☎2４－1７2４
長浜地域
時　 ７ 月2４日㈮　午後 1 時～ ４ 時
場　長浜体育館 1 階会議室
問　長浜支所　☎52－1111
肱川地域
時　 ７ 月 6 日㈪
　　午後 1 時30分～ ４ 時30分
場　肱川公民館 2 階青年室
問　肱川支所　☎3４－2320
河辺地域
時　 ７ 月10日㈮　午前10時～正午
場　河辺老人福祉センター
問　河辺支所　☎3９－2112

不動産無料相談
時　 ７ 月15日㈬
　　午前10時～午後 ４ 時
場　宅建協会大洲地区連絡協議会
問　ビアスプランニング㈱
　　☎25－1７４７

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
み

な
さ
ん
が
現
在
お
持
ち
の
保
険
証
は
、

７
月
末
に
有
効
期
限
切
れ
と
な
り
ま
す
。

　

新
し
い
保
険
証
は
、７
月
中
旬
以
降
、

簡
易
書
留
郵
便
で
各
世
帯
に
送
付
し
ま

す
。

　

有
効
期
限
の
切
れ
た
保
険
証
は
、
細

か
く
裁
断
し
、
破
棄
し
て
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

保
険
年
金
課　

☎
㉔
１
７
１
３

　

え
ひ
め
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
で
は
、
働
く
こ
と
に
自
信
が
な
い
、

対
人
関
係
が
苦
手
と
い
う
よ
う
な
理
由

で
、
無
業
の
状
態
に
あ
る
若
者
と
そ
の

保
護
者
に
対
し
て
個
別
相
談
を
実
施
し

て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

【
利
用
時
間
】
毎
月
第
４
水
曜
日

午
前
10
時
～
午
後
４
時

【
場　

所
】

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
大
洲　

２
階
会
議
室

（
中
村
２
１
０
番
地
６
）

【
対　

象
】

義
務
教
育
終
了
後
の
15
～
39
歳
の
無
業

の
若
者
と
そ
の
保
護
者
な
ど

【
利
用
方
法
】

　

完
全
予
約
制
で
す
。
事
前
に
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。（
無
料
）

【
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先
】

え
ひ
め
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

☎
０
８
９
（
９
４
８
）
２
８
３
２

　

７
月
31
日
は
﹁
土
地
家
屋
調
査
士
の

日
﹂
で
す
。
不
動
産
に
関
す
る
い
ろ
い

ろ
な
相
談
に
お
答
え
し
ま
す
。
電
話
に

よ
る
相
談
も
受
け
付
け
ま
す
。

▽
隣
と
の
境
界
が
分
か
ら
な
い

▽
自
分
の
土
地
の
面
積
が
知
り
た
い

▽ 

相
続
や
贈
与
の
た
め
、
土
地
を
２
つ

に
分
割
し
た
い　
　
　
　
　
　

な
ど

【
日　

時
】
７
月
31
日
㈮

午
前
10
時
～
午
後
５
時

【
場　

所
】

愛
媛
県
土
地
家
屋
調
査
士
会

（
松
山
市
南
江
戸
一
丁
目
４
番
14
号
）

【
問
い
合
わ
せ
先
】

愛
媛
県
土
地
家
屋
調
査
士
会

☎
０
８
９
（
９
４
３
）
６
７
６
９

　

県
内
の
野
生
動
植
物
に
つ
い
て
、
す

す
ん
で
学
習
し
、発
表
し
て
く
れ
る﹁
え

ひ
め
生
き
も
の
応
援
キ
ッ
ズ
﹂
を
募
集

し
ま
す
。

　

キ
ッ
ズ
の
研
究
・
活
動
は
、
生
物
多

様
性
セ
ン
タ
ー
、
科
学
博
物
館
、
動
物

園
な
ど
の
専
門
家
が
全
面
サ
ポ
ー
ト
し

ま
す
。

【
募
集
期
間
】

７
月
１
日
㈬
～
15
㈬

【
募
集
人
数
】　

20
人

【
申
し
込
み
方
法
】

所
定
の
様
式
に
必
要
事
項
を
記
入
の
う

え
、
郵
送
、
フ
ァ
ク
ス
、
Ｅ
メ
ー
ル
で

応
募

【
問
い
合
わ
せ
先
】

愛
媛
県
自
然
保
護
課

☎
０
８
９
（
９
１
２
）
２
３
６
８

℻
０
８
９
（
９
１
２
）
２
３
５
４

E-m
ail:shizenhogo@

pref.ehim
e.jp

　

 「
え
ひ
め
生
き
も
の
応
援

キ
ッ
ズ
」
の
募
集

　

 

え
ひ
め
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

南
予
サ
テ
ラ
イ
ト（
大
洲
）個
別
相
談

　
 

国
民
健
康
保
険
証
の
更
新

に
つ
い
て

　

 

不
動
産
表
示
登
記
無
料
相

談
会
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